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アルコールの麻酔作用により「情報処理能力」
「注意力」「判断力」が低下すると･･･

◎気が大きくなり、速度超過など危険な運転
をする
◎車間距離の判断を誤る
◎危険を察知しブレーキを踏むまでの時間が
長くなる

原付以上運転者（第1当事者）の飲酒有無別
死亡事故率の推移（各年12月末）

※死亡事故率･･･死亡事故件数÷交通事故件数×100

お
酒
に
酔
う
と
、
顔
が
赤
く
な

る
、
多
弁
に
な
る
、
視
力
が
低
下

す
る
な
ど
の
変
化
が
現
れ
始
め
、

さ
ら
に
知
覚
や
運
転
能
力
を
司
る

部
分
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

同
じ
話
を
繰
り
返
し
た
り
、
足
元

が
ふ
ら
つ
い
た
り
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
飲
酒
時
に
は
、

安
全
な
運
転
に
必
要
な
情
報
処
理

能
力
、
注
意
力
、
判
断
力
な
ど
が

低
下
し
て
い
る
状
態
に
な
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
気
が
大
き
く
な

り
速
度
超
過
な
ど
の
危
険
な
運
転

を
す
る
、
車
間
距
離
の
判
断
を
誤

る
、
危
険
を
察
知
し
ブ
レ
ー
キ
ペ

ダ
ル
を
踏
む
ま
で
の
時
間
が
長
く

な
る
な
ど
、
飲
酒
運
転
は
、
事
故

に
結
び
つ
く
可
能
性
が
高
い
の
で

す
。

ま
た
、
低
濃
度
の
ア
ル
コ
ー
ル

で
あ
っ
て
も
運
転
操
作
等
に
一
定

の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
い
わ

ゆ
る
酒
の
強
い
人
も
弱
い
人
と
同

様
に
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
が
あ
る

こ
と
が
各
種
調
査
研
究
に
よ
り
明

ら
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
飲
酒
運
転
の
死
亡
率
は

飲
酒
な
し
の
８
・
７
倍

平
成
18
年
の
統
計
で
は
、
死
亡

事
故
率
（
事
故
を
起
こ
し
た
中
で

死
亡
事
故
と
な
っ
た
割
合
）
は
、

飲
酒
し
て
い
た
場
合
は
、
飲
酒
し

て
い
な
か
っ
た
場
合
の
８
・
７
倍

で
あ
り
、
飲
酒
運
転
に
よ
り
重
大

事
故
に
つ
な
が
る
割
合
が
高
い
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。

脳
の
機
能
を
麻
痺
さ
せ
る

ア
ル
コ
ー
ル

■
飲
酒
運
転
の
危
険
性

飲
酒
運
転
は
、
ビ
ー
ル
や
日
本

酒
な
ど
の
酒
類
や
ア
ル
コ
ー
ル
を

含
む
飲
食
物
を
摂
取
し
、
ア
ル
コ

ー
ル
分
を
体
内
に
保
有
し
た
状
態

で
運
転
す
る
行
為
で
す
。

ア
ル
コ
ー
ル
に
は
麻
痺
作
用
が

あ
り
、
脳
の
働
き
を
麻
痺
（
ま
ひ
）

さ
せ
ま
す
。
一
般
に
「
酔
う
」
と

は
、
血
中
の
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
が

高
く
な
る
こ
と
に
よ
り
、
大
脳
皮

質
（
大
脳
の
理
性
や
判
断
を
司
る

部
分
）
の
活
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
い
る
大
脳
下
部
の
「
網
様
体
」

が
麻
痺
し
た
状
態
を
言
い
ま
す
。

結果

酒酔い
酒気帯び（0.25以上）
酒気帯び（0.25未満）
基準以下
検知不能

小　　計
飲 酒 な し
調 査 不 能

合　　計

16年
20.08
3.97
2.55
2.84
6.94
4.68
0.64
7.76
0.72

17年
22.22
4.16
3.69
2.89
8.44
5.10
0.61
9.38
0.69

18年
22.83
4.54
3.10
3.46
7.95
5.26
0.60
8.92
0.68

飲
酒
あ
り

STOP!
飲酒運転
STOP!
飲酒運転
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罰罰罰罰則則則則強強強強化化化化！！！！
今回の改正では、未だになくならない飲酒運転や、飲酒運転を隠そうとする悪質な運転者（ひき逃げ）

に対する罰則強化のほか、道路交通法では罰則がなかった車両提供や酒類提供、また、飲酒運転車両へ
の同乗についても新たな罰則が設けられました。

■酒酔い運転
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

■酒気帯び運転
1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

運転者に対する罰則を強化！

■飲酒検知拒否

30万円以下の罰金

飲酒検知拒否の罰則を引き上げ！

飲酒運転は絶対にしない！

■車両提供の禁止
提供された運転者が酒酔い運転した場合
⇒5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
提供された運転者が酒気帯び運転した場合
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

■酒類提供の禁止
提供された運転者が酒酔い運転した場合
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
提供された運転者が酒気帯び運転した場合
⇒2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

■同乗の禁止
運転者が酒酔い運転した場合
（同乗者が酒酔い状態であることを認識）
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒酔い又は酒気帯び運転した場合
（上記以外）
⇒2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

車両または酒類の提供、
同乗行為にも罰則を適用！

酒を飲んだ人に車を貸さない！

運転する人に酒を飲ませない！

飲酒運転の車に乗らない！

3か月以下の懲役又は
50万円以下の罰金

■救護義務違反
5年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

ひき逃げの罰則を引き上げ！

10年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

■免許証提示義務
これまでは飲酒運転など特定の違反をしていると

認められる場合に限られていましたが、改正後は、
他の交通違反や交通事故を起こした運転者に対する
提示義務が課されます。
従わない場合、5万円以下の罰金

運転免許証提示義務の対象を拡大！

財団法人全日本交通安全協会
は、飲酒運転の根絶を図る新た
な取組みとして、昨年10月から、

「ハンドルキーパー運動」を展開
しています。

「ハンドルキーパー運動」と
は、自動車で飲食店に来て飲酒

する場合、仲間同士や飲食店の協力も得て、酒を
飲まない人（ハンドルキーパー）を決め、その人
が仲間を自宅まで送るようにする運動です。

「ハンドルキーパー」という愛称には「ハンド
ルを握り、仲間の命を守る人」の意味が込められ
ています。

皆さまのご協力をお願いします。

ハンドルキーパー運動を推進しましょう

飲酒運転は、重大交通事故に直結する極めて悪質・危険な犯罪です。
私たち一人ひとりが、「飲酒運転は絶対にしない、させない」ことを徹底し、飲酒運
転の根絶を図りましょう。




